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団体扱 加入者要件をご確認ください 

 

団体扱でご契約いただくには、「保険契約者」「被保険者」「ご契約のお車の所有者」になれる方に条件がありま

すので、次の流れにそってご確認ください。 

 

● 保険契約者は次の「保険契約者になれる方」に該当しますか？ 

 「保険契約者になれない方」の場合、団体扱での加入はできません。取扱代理店までご連絡ください。 

保険契約者になれる方 保険契約者になれない方 

 
「社員」「職員」の方ご本人のみ（注） 
 

※「社員」「職員」とは団体(お勤め先)に勤務し、その団体(お勤め先) 

  から毎月給与の支払いを受けている方をいいます。 
 

(注) 団体の退職者であり、かつ団体が募集対象とする退職者の要件を 
満たしている場合には、退職者も保険契約者となることができます。 
事前に取扱代理店にご確認ください。 

 
 
①「社員」「職員」のご家族 
ただし、社員・職員ご本人を保険契約者とし、ご家族の方を被保険者

とすることや、ご家族の方が所有する自動車を保険の対象とすること

ができます。 
②団体から給与の支払いを受けてない方 
（派遣社員や他団体からの出向者など） 
③団体に引続き雇用される期間が１年未満の方 
（アルバイト・臨時雇の方など） 

 

● 始期日時点における被保険者はどなたですか？次のフローチャートを参考にご確認ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注１）同居とは、同一の家屋に居住していることをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう

同居には該当しません。 
（注２）火災保険、積立型火災保険で、次の条件を満たす場合には、「『保険契約者またはその配偶者』の別居の扶養していない親

族」も被保険者になることができます。 
・上記フローチャートの「団体扱でご加入できます」に該当する方と共有する物件を保険の対象とする場合 
・「『保険契約者またはその配偶者』」の別居の扶養しない親族」の方が所有し、上記フローチャートの「団体扱でご加入で 

きます」に該当する方が使用する物件を保険の対象とする場合 
 

 

● 始期日時点におけるご契約のお車の所有者はどなたですか？次のフローチャートを参考にご確認ください。 

 
 
 
 
                          
 
 
 

いいえ 
はい 

いいえ（注２） はい 

Ⅰ．「保険契約者」の確認 

保険契約者になれない方の例 

Ⅱ．「被保険者」の確認              ※詳しくは裏面をご覧ください 

□保険契約者または 
その配偶者である 

 

□保険契約者または 
その配偶者の 
同居（注１）の親族 
である 

□保険契約者または 
その配偶者の 
別居の親族である 

 
 
 

扶養していますか？ 

団体扱でご加入できます。 
団体扱でのご加入はできません。 
取扱代理店までご連絡ください。 

Ⅲ．「ご契約のお車の所有者」の確認（自動車保険をご契約の場合のみ） 

□保険契約者または 
その配偶者である 

 

□保険契約者または 
その配偶者の 
同居（注）の親族 
である 

□保険契約者または 
その配偶者の 
別居の親族である 

 
 
 

扶養していますか？ 

団体扱でご加入できます。 
団体扱でのご加入はできません。 
取扱代理店までご連絡ください。 

   

   

□友人・知人など 

 

□友人・知人など 

 
 

（注）同居とは同一の家屋に居住していることをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう 
   同居には該当しません。 



 

ご注意  
次のような場合には「保険契約者」「被保険者」「ご契約のお車の所有者」になれませんので、ご注意くだ
さい。なお、それぞれ「なれない方」を設定いただいた場合、保険契約を訂正し、追加の保険料を請求さ
せていただく場合があります。 

 
Ｑ Ａ 

  
団体に勤務する社員のご家族は「保険契約者」になれますか？ ×なれません。 

団体に勤務する派遣社員は「保険契約者」になれますか？ ×なれません。 

団体と同じ事務所の取引業者の方は「保険契約者」になれますか？ ×なれません。 

団体に 3か月間アルバイトとして働く方は「保険契約者」になれますか？ ×なれません。 

別居の結婚している娘は自動車保険の「記名被保険者」になれますか？ ×なれません。 

別居の就職している息子は長期医療保険の「被保険者」になれますか？ ×なれません。 

別居の扶養していない父親を自動車保険の「ご契約のお車の所有者」とすることができ

ますか？ 
×できません。 

別居の結婚している娘がいる（住民票上は同居のままとなっている）が、同居の親族と

して自動車保険の「ご契約のお車の所有者」とすることができますか？ 
×できません。 

別居の扶養していない父親が単独で所有し、使用する住宅を保険の対象とする場合、父

親を火災保険の「被保険者」とすることはできますか？ 
×なれません。 

 

「被保険者」のご説明 
 
● 自動車保険 
自動車保険においては「記名被保険者」（ご契約のお車を主に使用される方）を指します。「主に使用される方」 
とは、ご契約のお車を事実上自分の所有物とし、自由に支配・使用している方（お車の貸与権、使用許諾権等を 
持つ方）をいいます。ご契約のお車を主に使用される方が複数おられる場合は、任意に１名を選択してください。 
なお、保険申込書の記名被保険者欄が空欄の場合は、保険契約者本人を記名被保険者として設定されたものと 
みなします。 
 
● 火災保険・積立型火災保険 
火災保険・積立型火災保険においては「保険の対象の所有者」を指します。保険申込書の被保険者欄（ＧＫすま

いの保険・ＧＫすまいの保険（積立タイプ）の場合は記名被保険者欄。以下同様とします。）が空欄の場合は、

保険契約者本人を被保険者として設定されたものとみなします。なお、保険契約者本人以外の方が所有する建物

についてはその所有者を、共有建物の場合は共有持分を有するすべての方を記入してください。 また、家財に 
ついては、被保険者欄に記載された方の親族の所有する家財で保険申込書記載の建物（ＧＫすまいの保険・ＧＫ

すまいの保険（積立タイプ）の場合は建物が所在する敷地内）に収容されているものは、特別の約定がないかぎ

り保険の対象に含まれますので、被保険者欄に記載された方の親族の名称を列挙する必要はありません。 
 
● 積立型傷害保険・年金保険・長期医療保険等 
積立型保険（積立型火災保険を除く）・年金保険・介護費用保険・長期医療保険においては「補償の対象となる

者」を指します。保険申込書の被保険者欄が空欄の場合は、保険契約者本人を被保険者として設定されたものと

みなします。 
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